
令和２年５月１日 

 介護サービス事業所・施設管理者様 

 

京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室 

介護ケア推進課 

※この事務連絡の照会については，認定担当（７０８－８０８７）（つながりにくい場合は 

２１３－５８７１）へ連絡をお願いします。 

 

京都市における新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて（第２版） 

 

 平素は，本市介護保険事業の運営に，御支援，御協力を賜り，厚く御礼申し上げます。 

標記の件につきまして，令和２年４月７日及び令和２年４月２７日付で厚生労働省老健局老人

保健課事務連絡（別紙１）が発出されたことに伴い，臨時的な取扱いとして，要介護認定及び要

支援認定（以下「要介護認定」という。）の更新申請の対象者について，新型コロナウイルス感

染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合は，介護認定審査会に諮らずに当該被保

険者の従来の要介護度の認定有効期間を，従来の有効期間満了日の翌日から６箇月間延長するこ

ととしました。 

つきましては，具体的な運用について下記のとおりお知らせします。 

なお，新規申請及び区分変更申請については，認定調査を行わずに要介護認定を決定すること

ができないため，臨時的な取扱いの対象とはしませんのでご注意ください。 

 また，臨時的な取扱いがなされた場合でも，当該延長期間中に要介護（要支援）状態区分が変

化したと推測される場合には区分変更申請が可能ですので念のため申し添えます。 

 

記 

 

１ 「臨時的な取扱い」の申請方法 

  認定申請書と更新認定の臨時的な取扱いの確認書（別紙２，以下「確認書」という。）を，

京都市介護認定給付事務センター（以下「センター」という。）へ送付してください（※）。 

  当該被保険者については，介護認定審査会に諮らずに，認定有効期間を従来の有効期間満了

日の翌日から６箇月間延長し，申請から概ね３週間以内に決定通知書や居宅介護支援事業所等

への結果連絡票等をセンターから発送します。 

  なお，認定申請書に確認書が同封されない場合は，通常の更新申請として取り扱いますの

で，延長を希望する場合は必ず確認書を同封してください。 

※ 認定申請書への裏面印刷は行わないでください。また，認定調査連絡票は不要です。 

 

２ 留意点 ※Ｑ＆Ａ（別紙４）も参考にしてください。 

〇 「臨時的な取扱い」は，令和２年５月１日（通知日）から取扱いを開始します。 



既にセンターへ更新申請書を送付したものは，原則，通常の更新申請として取り扱います

が，面会拒否等で調査ができない場合は「臨時的な取扱い」の対象としますので，必要事項を

記載した確認書をセンターへＦＡＸ（７０８－６０６１）でお送りください。 

〇 「面会が困難な場合」とは，調査対象者や病院等からの面会拒否の申出だけでなく，居宅介

護支援事業所，介護予防支援事業所側が感染防止のため面会を避ける場合も含みます。 

〇 病院や施設等の入所者だけでなく，調査対象者が自宅等におられる場合も「臨時的な取扱

い」の対象となります。 

〇 主治医意見書は作成依頼しないため，結果連絡票のみ居宅介護支援事業所等へ送付します。 

また，認定有効期間の延長であるため，主治医へ認定結果及びサービス計画の情報提供は行

いません。 

〇 「臨時的な取扱い」についての問い合わせは，介護ケア推進課認定担当（７０８－８０８

７）（つながりにくい場合は２１３－５８７１）へ連絡をお願いします。 

 

３ 新規申請又は区分変更申請時の説明（お願い） 

  新型コロナウイルスの影響により，申請後に調査対象者やその家族から調査を拒否されるケ

ースが散見されます。 

そのため，新規申請及び区分変更申請の相談時にパンフレット（別紙３）を活用し，申請者

に訪問調査が必須であることを説明いただくようご協力をお願いします。 

また，必要に応じて，申請者に郵送での申請も可能なことをご説明ください。 

    

４ ホームページでの周知 

  確認書等は下記のアドレスの「京都市における新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定

の臨時的な取扱いについて（第２版）」内に掲載していますので，ご活用ください。 

 ⇒https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/43-6-10-0-0-0-0-0-0-0.html 

 

５ センターの連絡先（認定申請書・確認書はこちらに送付ください） 

 〒６０４－８１０１ 

 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町６５ 京都朝日ビルディング２階 

 京都市介護認定給付事務センター 

 

６ その他 

  令和２年３月１９日付け事務連絡「京都市における新型コロナウイルス感染症に係る要介護

認定の臨時的な取扱いについて」で定めた「認定有効期間を従来の有効期間満了日の翌日から

従来の有効期間満了日の３箇月後の応当する日までとする」との取扱いについては，この事務

連絡をもって廃止します。 


